
－1－ 

平成２４年度 第１８回市民活動推進審議会 

 

日 時：平成２５年０２月１３日（火） 

    午前１０時００分～午後０時００分 

場 所：大阪市公館 レセプションホール 

 

開会 午前１０時００分 

○地域活動課担当係長  それでは、おそろいになられましたので、大阪市市民活動

推進審議会を開催させていただきます。  

 審議に入りますまでの進行役を務めさせていただきます、市民局市民部地域活動課

担当係長の岩永でございます。どうぞよろしくお願いします。  

 本日は、委員の皆様方には大変お忙しいところ、御出席をいただきましてありがと

うございます。 

 まず、開会に先立ちまして当委員会の１２名の定数のうち、本日１０名の委員に御

出席を賜っておりますので、本会が有効に成立しておりますことを御報告申し上げま

す。 

 それでは、まずはじめに前回、所要で御欠席をされておられました、今回初めて審

議会に御出席いただきます委員の方を御紹介させていただきます。 

 大阪教育大学教育学部准教授の新崎委員でございます。  

○新崎委員  新崎と申します。よろしくお願いいたします。  

○地域活動課担当係長  大阪人間科学大学人間科学部社会福祉学科准教授の石川委

員でございます。 

○石川委員  石川でございます。よろしくお願いいたします。  

○地域活動課担当係長  弁護士の室谷委員でございます。  

○室谷委員  室谷です。よろしくお願いいたします。  
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○地域活動課担当係長  どうぞよろしくお願いいたします。  

 なお、財団法人大阪市コミュニティ協会副理事長の下田委員、日本労働組合総連合

会大阪府連合会副事務局長の田中委員は、本日、所用により御欠席と承っております

のであわせて御報告いたします。  

 それでは、資料の確認をさせていただきます。お手元の資料をごらんください。  

 １枚目が本日の次第でございます。次第の裏側に資料の一覧表がございます。この

一覧表に沿って確認させていただきます。  

 まず調査結果としまして、様式１から４の資料がございます。  

 様式１が、Ａ３、１枚の縦長の資料となっております。  

 様式２と３が、それぞれＡ４横長で左側をホチキスどめした資料となっております。  

 様式４が、Ａ４、１枚の縦長の資料となっております。  

 次に、本日の資料としまして資料１から６の資料がございます。  

 資料１は、Ａ３縦長の資料となっております。  

 資料２から５までが、Ａ４の縦長の資料が１枚ずつとなっております。  

 最後の資料６が、楽市楽座の提言の冊子となっております。  

 全てございますでしょうか。  

 それでは、これよりの議事は、新川会長に進めていただきたいと存じます。  

 新川会長、よろしくお願いいたします。  

○新川会長  どうも皆様、おはようございます。午前中１２時ぐらいまでを予定に

いたしまして、市民活動推進審議会第１８回になりますが、進めてまいりたいと思い

ます。 

 また、前回に引き続きましてしっかりと御議論をいただければと思っておりますし、

本日初めておいでの委員の方々にも、どんどん御発言をいただければと思っておりま

す。よろしくお願いいたします。  

 それでは、審議事項に早速入ってまいりたいと思います。大きくは２つ、市民活動
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推進に向けた取り組みについて、それから区政推進基金についてということで、議題

を挙げていただいてございます。順番に従いまして、進めてまいりたいと思います。  

 まず市民活動推進に向けた取り組みについて、お手元、市民活動推進につながる取

り組み、実施状況調査結果があるかと思います。これにつきまして、事務局から御報

告、御説明をよろしくお願いいたします。  

○市民活動担当課長  市民活動担当課長世古でございます。前回の審議会以降の協

働の進み具合や、事例について各所属に調査を行いました結果がこの資料ということ

で、御紹介させていただきます。  

 まず様式１の、Ａ３の縦長の資料ですが、左の端のほうに、啓発、環境、支援、裏

面にいっていただきまして協働、連携と、項目をわけて書かせていただいてます。こ

れがいわゆる楽市楽座構想のなかで５つの施策の柱として御提言いただいているもの

でありまして、それに基づきまして各所属に位置づけられるような事業を調査した一

覧表でございます。これが、目次のような位置づけになっております。 

 次に、様式の２のほうが８枚ぐらいありますが、今申し上げました５本の柱ごとに、

具体の事業の内容や目的といったものを少し掘り下げた資料になっております。  

 そして、様式３が同じく１０枚ぐらいの横のものですけれども、市民活動団体など

と、大阪市の担当部署で行う協働事業を記載しておりまして、協働相手としては、Ｎ

ＰＯをはじめ、さまざまな地域団体等も含まれておる状態であります。  

 最後の様式４ということで、これは記述的なものを出させていますけども、協働の

取り組みを行ってきての成果や課題を調査しています。これは、所属全体の御意見と

して十分に精査されたものというところまではいってません。まだまだ掘り下げると

課題が整理されてくると思っていますが、参考までに添付させていただいております。  

 初めての調査でもありましたので、局・区ごとに調査項目への理解の度合いや協働

の考え方というところでの差が、出ておりまして、現在引き続き、調査調整中という

ことで、途中経過としての御報告となっております。 
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 一度戻っていただきまして、様式１・２では、５つの柱に沿って、分類をしてきた

のですが、実際の大阪市の施策を分類する視点から、再度整理をしていきたいと思っ

ておりまして、資料の１をご覧ください。 

 資料１の、左の端が提言で示されている５つの柱、５つの目標でございます。表の

真ん中が、今回の調査にあたって整理した項目で、各所属にこういう考え方で整理し

てみてくださいということで、示す必要がありましたので、解説した内容になってい

ます。最後に、右端の５つの柱の整理調査後ということで今回、御提案させていただ

きたい内容となっております。 

 上から２つ目の環境の整備と、次の支援機能の整備の解釈、位置づけについて各所

属担当者ごとに捉え方が異なりまして、少し整理できにくく誤解が生じたため、支援

のうち、主に資金による支援を環境の整備という位置づけに整理して、その他の支援

を支援施策として、整理していってはどうかなと考えたところです。  

 また、支援施策と協働推進の順番を入れかえておりますけれども、これは啓発、環

境の整備、支援施策は大きく分けますと、市民活動での支援と考えておりまして、協

働の推進、連携の促進を活発に活動している市民団体と行政との協働連携の推進であ

ると考えて順番を整理させていただきました。 

 調査からわかる傾向としまして、まだ調査中ということなんですけれども、連携を

推進する取り組みが、まだまだこれから発展段階にあるのかなというふうには、印象

持っております。 

 説明のほうは、以上です。よろしくお願いします。  

○新川会長  どうもありがとうございました。あらかじめ資料が、お手元に届いて

いたかと思いますので、ごらんいただいてるということで、簡単な御説明でしたが、

現状の大阪市での取り組みにつきまして、御説明をいただきました。どうぞ、御自由

に御意見や御質問いただければと思います。よろしくお願いいたします。  

○早瀬会長代理  事前に見せていただいた時には気づかず、今になって気がついた
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んですけど、様式２に具体的な啓発、環境整備など、５つの枠組みにあわせた順番で、

各いろんな取り組みが整理されていて、様式３に協働事業の実施状況とある。行政の

施策は、施策があって、その下に事業になるんですかね。事務事業でも多分３，００

０ぐらいあるとお伺いしたけど、もっと多いんかな。この様式３の協働事業は、きっ

と事業なんですよね。で、様式２の後ろから３枚目に、また協働とある。 

この様式２の協働と様式３の協働事業は、どういう関係になっていたかなと思い、御

質問します。 

○新川会長  すいません事務局、どう整理されてるのか、ちょっと御説明いただけ

ますでしょうか。 

○地域活動課担当係長  御説明させていただきます。様式１、２のほうでの協働と

いいますのが、協働を推進するための準備段階の取組を想定しておりまして、様式１

の裏側の協働というところに、リストされている取組をごらんいただくのが見やすい

かと思うのですが。 

 ひとつめの協働に向けた啓発は、協働を行う前の心構えのようなものを、研修等で

学び、また協働白書の作成というのは、現在至ってはいないんですけれども、例えば

事例集というような形で協働事業というのはどういうものかを共有する取組と考えて

います。 

 ２つ目の市民活動団体と行政との協働を生み出す取組としまして、意見交換などの

場づくりをしまして、それをきっかけに具体的な協働事業が行われていく、そういっ

た協働事業につながるような取組となっています。また最後、課題解決に向けた取組

ということで、広く公募型の事業をしまして、この公募を受けて、それぞれの協働事

業が成立するといった仕組みの事業となっております。そういう一つ一つの課題に対

して事業化する前の段階の、協働事業につながるような取組を様式１、２のほうへ示

しております。 

○早瀬会長代理  わかりました。つまり検証し、いろいろ準備をして公募をした結
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果がこの様式３にあるような、さまざまな事業が上がってきたということですね。  

○地域活動課担当係長  はい、全てが公募というわけではないですけれども。  

○早瀬会長代理  すべてではないですよね。様式１・２と様式３の関係は、時系列

が違うということですね、わかりました。 

○新川会長  よろしいですか。 

 他に何かありませんか。どうぞ、はい。 

○早瀬会長代理  これは随分たくさんの事業、様式３によると１６１の事業が協働

になってなされているんだと、本当はもっと多いのかもしれませんが。今、把握され

ている分でこれだけなんだということですが、それが平成２３年の決算では８億５，

０００万円ぐらいあったのが、平成２４年度では４億９，０００万円と、予算規模だ

けでいうと減ってるわけですね。こういう協働の取り組みが減ってきていますと評価

をしたらいいのか。あるいは、こういうことを着手して、ずっと毎年していくばかり

ではなく、変化があってもいいと思うんですが、これをもとにどう評価したらいいの

か、それが今日の後の議題なのかもしれません。この見方は、どう見たらいいのかな

と思いましてご質問したいです。 

○新川会長  事務局、もし御説明があれば恐らく当初予算だけでしょうから。  

○早瀬会長代理  補正予算の分が入ってないですね。 

○新川会長  ええ、金額的には、２３年度が恐らく決算ベースですので全部出てる

かもしれませんけど。 

○早瀬会長代理  そうですね。それと、様式２でいうと逆に２４年度予算の方が多

い場合が多かったりしますけど…。単純には言えないんですかね。 

○新川会長  もし、事務局で何かありましたら。 

○市民活動担当課長  正直申し上げて、まだ十分検証できてないんですけれども、

他の事業へ移行したりとかいうものもあります。実際、廃止みたいなものも見受けら

れますし、予算規模の増減理由につきましては別途また御報告させていただければな
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というふうに思います。 

○新川会長  どうぞ、山田委員。 

○山田委員  質問です。 

 コミュニティ育成事業についてですが、以前は、このコミュニティ育成事業という

のは、区民センターの指定管理を受けているところが、コミュニティ育成事業を行っ

ていた記憶があります。その中で、この開始年度ですね。様式２からいきますと空欄

のところと、２３年度と、昭和４９年でも、４つ例を出していただいてるところもあ

ると思うのですが。このあたりは当然これからコミュニティ育成事業という、同じ事

業名の名称であっても中身が、区ごとで変わってくる形になるかと思うのですが、ど

ういうふうに判断したらいいのか、よくわからないので、御説明していただければあ

りがたいです。 

○市民活動担当課長  各所属からの御回答をそのままという形になっているんです

が、コミュニティ育成事業でいいましたら、指定管理といいますか、そちらでソフト

事業とハードの管理の部分と一体で公募とかやってきたというのがあったんですけれ

ども、その辺、近年で切り離して、施設管理のほうも協働性を高めるということもあ

りまして、もともと区民センターで昭和５０年代ぐらいから、整理されてきてるのか

なと思うんですけども、今日的には構図が変わってきてるので、どこを開始の年度と

いう形で捉えたらいいのかというのが、未整理な状態になっていて空欄になってるの

かなと思います。例えば、様式２の９の阿倍野のコミュニティ育成で言いましたら、

それこそ昭和４９年ぐらいからですかね、区民まつりとかいう形でグラウンドでされ

てたかと思いますので、それがそのまま反映されているのかなと思います。つまり事

業の組み立てがちょっと変わってきてるんで、開始年度につきましても、整理ができ

てないというのが現状です。 

○山田委員  これからは、区レベルで、区長が進めていくところは進めていく、と

いう話になってくるのですか。 
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○市民局長  そうですね。今、課長が申しましたように、これまでは区民センター、

ホールの指定管理と一体となった事業として、指定管理の受託者がコミュニティ育成

事業をやるという、そういう流れでいきますと確かに昭和４９年とか昭和５０年から

ずっと続いているという理解になるんですけれども、平成２３年度以降、このコミュ

ニティ育成事業は指定管理と分けまして、公募で別途事業者にプランを募るという形

に変わっております。しかもこれについて、それぞれの地域の特性に合わせてという

ことになっていますので、区長権限に基づいて、区の予算で事業をそれぞれ公募して

やっていただくという形でそれぞれのその区ごとに、独自性が段々強まるという形に

今なっております。 

○早瀬会長代理  確認なんですが、例えば様式１のリストで見て、例えば福島区が

見つけられなかったんですが、やっぱり現時点では調査は不完全というか、私の聞い

た範囲で、例えばコミュニティ育成事業は多分全区でいろいろやっているだろうけど、

区によって捉え方が違っている。まだ初年度ですから仕方がないと思うんですけど、

そう理解していいんですよね。  

○地域活動課担当係長  はい、そのとおりです。この２３年度の調査自体もまだ調

整中ということで、審議会でのご議論を受けて各所属のほうに、再度調整をしていこ

う考えているところです。  

○早瀬会長代理  つまり。 

○新川会長  やってないわけじゃない。  

○早瀬会長代理  そう、このリストを見て、うちもやってるんやから載せといてよ

という話になりますよと良いですね。なるほど。わかりました。  

○徳谷委員  すいません、ちょっと質問です。  

○新川会長  はい、どうぞ。 

○徳谷委員  場所の支援のところなんですが、確認だけなんですけど、空き住宅の

２３年度実績は１戸ということで、これは大阪市のプロポーザル事業のことなんです
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か。市営住宅を利用するのではなく。自分のとこも利用させていただいているので気

になって聞きました。 

○徳谷委員  様式２の場所の支援のところは、１番なんですけど、２３年度の実績

は１戸で、今までは結構な場所が支援されてますよね。  

○山田委員  多分これとは違うと思います。あれはコミュニティビジネス促進のた

めじゃないでしょうか。 

○徳谷委員  すいません、山田さんから回答いただきました。  

○市民活動担当課長  皆様、様式２の３枚目の表面ですかね。ナンバー１の地域防

犯活動の支援に向けた市営住宅空き住戸等の活用というところの御指摘でよろしいで

すかね。 

○徳谷委員  すいません。これは地域防犯のための空き利用ということで、コミュ

ニティビジネスではないということですね。  

○新川会長  そうですね。 

○徳谷委員  防犯のためで、わかりました。すいません。別なんですね。  

○山田委員  逆に言いましたら、記載されていないことになりますよね。 

○市民活動担当課長  いわゆる市営住宅の住宅ですとか、店舗部分とかですね、開

放されてコミュニティビジネスの支援事業というような位置づけでやられてるのは、

もう市内に幾つかあるので承知しておりまして、それとどうやら別物の、防犯という

ことに特化しているものでありますので、詳細は把握できてないですけれども、別の

使われ方の御報告なのかなというふうに思います。  

○徳谷委員  そうしたらコミュニティビジネスのための利用は、ここには入らない

ということですね。また別なんですね。  

○新川会長  まだ挙がってない。 

○山田委員  まだ挙がってない。入ってるけど挙がってないんです。  

○徳谷委員  挙がってないんですね。 
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○新川会長  多分入ってると思います。  

○市民活動担当課長  当然、挙げていただくべき事業の中身だと思ってるんですが、

ちょっとレスポンスが、まだうまいことコミュニケーションが庁内でできてないかな

というふうに思います。 

○新川会長  途中段階ということで、御理解いただければと思います。 

○徳谷委員  はい。ありがとうございました。  

○新川会長  最終的に挙がってなかったら、文句いいましょう。  

○山田委員  そういう意味も含めてもう一つ。  

○新川会長  どうぞ、はい。 

○山田委員  コミュニティビジネスの支援事業という欄がどこかにあったと思うの

ですが。支援のところにですね。  

○新川会長  支援ですね。 

○早瀬会長代理  支援の５ブロック目の２ですね。総合的な相談支援。  

○山田委員  総合的な相談支援のところ。これはコミュニティビジネス支援事業と

いう話でいけば、平成２１年、２０年からでしたよね。その部分でいけばぜひ経済局

からも、コメントいただきたいなと思っております。当初２０年度のとき経済産業省

が、ソーシャルビジネス・コミュニティビジネスを推進しているのに、なぜ大阪市の

経済局は、コミュニティビジネス推進事業で推進しないのか？推進するのであれば大

阪産業創造館の中で御相談に乗っていただくのは当たり前でないかというようなこと

を、経済局と一緒になって、提言し大阪産業創造館にもかなり理解を深めたなと思っ

ておりますので、経済局にも、お聞きいただければありがたいです。  

○新川会長  よろしくお願いします。  

○市民活動担当課長  当然、経済振興という観点以外にも、もちろん市民活動の事

業化というふうなことで貢献していただいてると思っていますので、当然ここに入る

べきものだと思います。具体的には、専門相談で連携とれてたり、セミナー等民間レ
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ベルの活動と一緒に連携とられてたりいうの、承知しておりますので引き続き調査に

当たりたいと思います。 

○新川会長  はい、どうぞ。 

○室谷委員  資料１なんですけれども、調査の結果を受けて調査後の整理というの

をされていますけれども、ここのその調査時と調査後というので、より項目が具体化

されていると思うんですが。これは実際に行われてる事業とあと、この様式４とかで

課題とかを反映して整理をされたという理解でいいのかというところと、あとこの矢

印がペケポンとついていて、順番が変わったのか、この意味を教えていただければと。 

○新川会長  それでは、資料１で柱の整理をしていただいてますので、少し詳しく

そこの御説明をお願いできますでしょうか。  

○地域活動課担当係長  はい、まず５つの柱の調査後の整理のほうは、実際に今回

調査をして出てきました大阪市の施策を、分類するために細かく、出てきているその

施策の傾向ごとに、どこかに当てはめれるようにという視点で整理をしております。

もう一つの支援施策と、協働の推進を入れかえたところなんですけれども、こちらに

つきましては、もともと協働の推進が上にあったんですけれども、市民活動を支援す

るという施策の考え方として、啓発と環境の整備と支援施策、支援機能の整備という

のが、市民活動団体自身がされる活動を支援する内容になっておりまして、協働の推

進と地域との連携といいますのが、活発に活動されるようになった、もしくはされて

いる市民活動団体と、行政やほか、その他ほかの活動主体とが連携していくというこ

とを推進するというものになりますので、順序として先に支援策のほうを挙げさせて

もらって、後に協働、連携の促進というのを置いたほうがわかりやすいかなというと

ころで、入れかえております。  

○新川会長  大丈夫ですか。はい、どうぞ。 

○池田委員  資料１、今のところなんですけども表をつくっていただいて、どう推

移するかいうのわかりやすくなってると思うんですけども、ただ一つだけですね、提
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言というのがあって、調査時があって、調査後って３つがあるんですけども、例えば

提言の例えばどの項目が調査時にどうなって、調査後どうなったかですね、そういう

結びつきがちょっとわかりづらいように思うんですよ。  

 例えば市民活動の啓発という項目があり、インターネット等活用した情報提供・情

報公開いうのがありますね。次に、学習機会の提供、啓発講座、学校教育での啓発と

並んでるんですけど、例えば、私思ったのは、１としてインターネット等活用した情

報提供・情報公開があって、１として次、調査時に１に対応する項目がどれかと。そ

してそれが、調査後どうなったのかですね。この関連がちょっとわかるように整理し

ていただいたほうが、いいかなというふうに思いました。それから例えば、環境の整

備なんかで運営基盤づくりと、場づくりというのがありますけども、これは例えば運

営基盤づくりと、場づくりというのは、多分別の項目だと思うんですね。ですから、

基盤づくりと、場づくりとを分けていただいて、それをずっと整理していただくと、

そういうふうにしていただいたほうが、後で見るのにわかりやすいかなというふうに

感じましたので、申し上げたいと思います。以上です。  

○市民活動担当課長  ありがとうございます。例えば整理番号といいますか、そう

いうものでツリー構想みたいな形にするとか、工夫をさせていただいて、結びつき、

関連がわかりやすいように。  

○池田委員  整理していただいたほうがわかりやすいから、よろしくお願いします。  

○市民活動担当課長  市民の方にもお見せしたいものですので、御助言、ありがと

うございます。 

○早瀬会長代理  ちょっと補足です。 

○新川会長  はい、どうぞ。 

○早瀬会長代理  結局これは、平成１７年、今から８年前に、市民活動楽市楽座構

想をまとめて、そのときの２０ページの次のページに資料編があって、そこにこうい

う表があるんですね。この表を資料１にそのまま載せてるんですね。山田さんも僕も
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共同責任があるんですけども、この時に作った整理が、例えばお話があった、その次

のページのサイクルがあるでしょう。市民活動サイクル。これがやっぱり環境の整備

の次は支援機能の整備で協働の推進の方が多分いいサイクルだったんだろうけども、

当時はこの順番でやった。  

それを今回、調査も踏まえつつ、よりよい形に変えようという話ですね。実際の

この楽市楽座構想を変えるというは、ちょっとややこしい話になるかもしれませんが、

具体的に施策を進めるときの整理は、新しい調査後にしたほうが考えやすいかなと思

います。この前の検討に関わったものですから、反省も込めて補足します。 

○山田委員  今の話の流れでいきますと、市民活動サイクルって、片方だけのサイ

クルにしていますが、実はこれ両方、だからどこから始まってもいいと思います。そ

のあたりが書き切れていなくって、当時は協働を前面に進めていきたいということで、

協働の推進を中心にして皆で話し合うラウンドテーブルとか、タウンミーティングと

か、提案公募をきちっと位置づけていくということで、どうしても真ん中にあったと

思いますが、おっしゃるとおり、支援機能とか整備だろうけれども、それでも反対サ

イクルもあってという、どこから始めてもいいと思うのです。地域との連携から始ま

って、逆に支援機能の整備をしていくというのもありだと思いますし、このあたりは

柔軟にできるような、体制づくりが要るのではないかと思います。 

○新川会長  ありがとうございます。  

 どうぞ、室谷委員。 

○室谷委員  今のところで、この資料に反映するかどうかというのはあれとして、

ただせっかく今の現状と課題というのを調べられてやってこられた施策としては、か

なり長い歴史があると思いますので、ある程度の評価とか今後の位置づけとか、そう

いうものがわかれば、よりこの全ての課題の中で、うまくいっている部分ともう少し

こうしたほうがいい部分というのが、あると思って、  

様式４は、そういう意味ではすごく貴重な資料だなというふうに思っていまして、せ
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っかくこういう声を事業所管課から拾い上げたので、それが何か資料１に少しでも反

映ができたらいいなと思います。  

○新川会長  ありがとうございます。恐らくこの調査が、全部終わった段階でそう

いう整理を事務局としても一旦して、この審議会に御報告をいただけるというふうに

は考えてございます。当面のところ、各局、各御担当での今後の方向については既に、

様式２、３あたりでＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄがついてて、個別には見通しをもっておられるよ

うでございますけれども、このあたりも含めて最終的にこれどういうふうに現状を評

価するのかというのは、今後事務局のほうで取りまとめをしていただいて、この審議

会でも御議論いただくということになろうかというふうに思ってございますが、そう

いう理解でよろしいでしょうか。大変かもしれませんけど。  

○市民活動担当課長  はい、引き続き事業検証というようなことも、もちろん深く

掘り下げて御報告させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。  

○新川会長  お願いします。 

 はい、どうぞ、池田委員。  

○池田委員  今後の進め方ということだと思うので、今御意見出ましたので、感じ

たこと申し上げたいと思うんですけども。調査する最終目標は何かということだと思

うんですね。ですからやはり、一つは、今までやってきた、施策がうまくいったもの

と、うまくいかなかったもの、そういうものが、うまくいかなかったものだけの理由

を詳しく調べるんじゃなくて、うまくいったのが、なぜうまくいったのか、そういう

ことよく調べるということと、それから、うまくいかなかったものについては、何が

問題があったのかということを、評価していただきたいなと思います。  

 それともう一つは、今、いろんな部局があって、いろんな施策を実行されてるわけ

ですけども、その中である部局でうまくいったという成果をやっぱり別の部局にスラ

イドというか、移しかえて、他の部局にも成果を反映できるように、いろいろ考えて

いただきたいと、そういうことを思いましたのでお話させていただきました。よろし
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くお願いいたします。以上です。  

○新川会長  ありがとうございます。じゃあ、木下委員、どうぞ。 

○木下委員  いろんな事業でＡとかＢとか書いてあって、細かいとこで大体この各

事業の判定基準というのをそれぞれが同じ段階に立ってるのかなと、思ってしまいま

した。先ほどおっしゃった成功、ちょっとあかんかったなっていうところを逆に数で、

アンケートでそれを求めてるというようなとこがあって、そのアンケートもきっとＡ

であかんかっても、Ｂでよかっても、きっとＢのほうがひょっとしたら、アンケート

の内容がむっちゃ細かかったりとかすんのちゃうかなとか。本当に基準がそろってい

るのかなと、そう疑問を持ったらあきませんけど。そやからこの内容のことをもっと、

各部局というか、事業されてるところをしっかり見てもらえへんかったら、その紙だ

けで評価されたんでは、本当はようないん違うかなと、何となくこれざっと読ませて

いただいて、ちょっと思ってしまいました。すいません。  

○新川会長  ありがとうございます。具体的には、私どもとしては、こういう取り

まとめをして、拝見するしかないのですが、現場の方々に報告をしていただく際には、

今お話がありましたようにやはり、現状をきちんと把握をした上での、御報告をぜひ

お願いをしたいというふうに思いますので、このあたりは御確認は改めて事務局のほ

うから、お願いをしたいと思います。どうぞ、新崎先生、手が上がっておりました。 

○新崎委員  前回欠席しましたのでほとんど、この今の議論にちょっと乗れてない

ので、初歩的な御質問ですいません。この資料１のところを見せていただきまして、

それから後、今、様式のところ見ていって、これ過去のものだからと思うんですけれ

ども、地域との連携っていうところの中で、今後、地域活動協議会が、来年度中に実

施するっていうような動きが急速に進んできている状況の中で、地域活動協議会につ

いては、この５つの整理の調査後というところに含めるんですか。それともこれは今

回のこの議論の中には、関係ないという形になっているのかを、御確認と後その辺に

ついて教えていただけたら、幸いです。  
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○新川会長  それじゃあ、事務局から少し整理の仕方ですが、今のところの心づも

りでお願いしたいと思いますが。  

 これまでの調査ですので。  

○早瀬会長代理  これ当初予算ですからね。 

○新崎委員  はい、そうですね、そやからここに出てないのはあれなんですけど、

今後それをどう入れていくのか。  

○新川会長  今後どう、入れていくかですね。どうぞ、はい。  

○地域活動課担当係長  ありがとうございます。おっしゃられるとおりで、こちら

の調査の時点は平成２３年度となっておりますので、その時点ではないものだと思い

ます。ただ、２４年度予算も拾っておりますので、その部分で調整後出てくるように

すべきだと思っておりますので。  

○新川会長  入ってくるということで。ただ今回は、まだ出てないということで。  

○新崎委員  わかりました。 

○新川会長  それでは、少し今後の進め方のところまで、御議論入ってますので、

進め方の御説明をいただいて、調査の内容も当然関連をしてまいりますので、あわせ

て御議論をいただくということにしたいと思いますが、よろしゅうございますでしょ

うか。 

 それでは、事務局、恐縮ですが、今後の進め方、この調査だけではありませんけれ

ども、この審議会全体にもかかわりますが、進め方について御説明をお願いをしたい

と思います。よろしくお願いいたします。  

○市民活動担当課長  引き続きよろしくお願いします。資料の２です。おっしゃっ

ていただいた、これからまた事業の検証とか行うわけなんですけど、どこに持ってい

くのかというお話でいいますと、前回の振り返りでいいますと、市民活動を推進する

方針のリニューアルに向けた取り組みに役立てていくということと考えております。

これに関しましては、前回の審議会の中で今後は、各区レベルでの市民活動の具体的
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な取り組みを考えていくことになるという、市の方針に沿った考え方です。審議会に

おかれましても、市民活動に関する施策の枠組みを議論して、方向性を各区の独自性

も生かしながらっていうのは、当然ですが、各区へ大きな市民活動の施策についての

方向性を現場で示していくといった位置づけについて、御議論いただけたのかなと思

います。こうした前回の議論を受けまして、方針を策定する目的、支援を１の目的と

いうことで、整理をさせていただいております。  

 また方針を策定していきますプロセス過程につきまして２ということで、前回の議

論の中で、市民活動の現状を把握するには、庁内の状況も必要だが、市民サイドに、

市民、市民活動団体側の状況も合わせて、調査する必要があるのではないかという御

指摘をいただいております。これを受けまして、２の (２)の調査のところで、市民活

動団体の現状も行う必要があるというふうに認識しておりまして、整理させていただ

きました。こうした調査も含めまして、取り組みを行うスケジュールということで３

でまとめさせていただいてます。ただし策定のめどを平成２７年度の３月いうことで、

行程をつくらせていただいておおむね２年ということで、少し長丁場なんですけども

スケジュール工程として考えております。  

 今回の審議会の委員の皆様の任期が平成２５年の１１月までということになってお

られますので、任期を越えて大きなスケジュールとなっておりますが御了承ください。

その上で本審議会の委員の皆様に、御審議いただいた内容の御報告としまして、平成

２５年１０月ごろ、取り組みの途中となりますので、審議事項の中間報告という形で

まとめまして、御意見、御提案をいただければなというふうに考えております。  

 また、市民活動団体からの現状を適格に把握するために、調査項目や、調査対象、

調査方法も検討・工夫が必要であると考えておりますので、前回協働指針等でも、お

願いしてきましたけども今回も、市民活動団体の調査のためのワーキング部会をまた

審議会の中で設置していただけないかなというふうにお願いしてまいりたいと思って

おります。 
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 資料３のほうで、表面が平成２１年に協働指針をつくる際のワーキングを設置した

際の要綱でして、そのもう一つ裏に、今回調査にかかわりますワーキング部会の内容

を簡単にまとめさせていただいております。  

 今回、御提案させていただく内容の、主な目的としましては、調査のポイントや項

目、方法や規模、そういったポイントを一緒に御検討いただけないかなというふうに

思っております。構成はこの審議会の委員の皆様方から５名程度か６名程度というこ

とで考えておりまして、主な検討内容としまして、調査項目、調査対象、調査方法な

どの検討及び結果の分析まで一緒にお願いできないかなというふうに思っております。 

 先ほどのスケジュールにあわせまして、次回の審議開催予定であります６月下旬に

向けまして、調査項目等の検討・作成をしまして６月ごろまで、検討、調整いただく

ことを考えております。 

 御説明、以上です。お願いします。  

○新川会長  どうもありがとうございました。全体の大きなスケジュールのお話を

今いただきました。平成２７年の３月に新しい指針のようなものを考えたいというこ

とで、そこに向けて現況の調査というのを今、進めている。市役所内の調査につきま

しては、まだ途中でございますけれども、現在進行中で先ほど御説明があったような

状況。これもまだ不十分なところ多々ございますので、これから進められる。  

 それから、新たに市民活動団体や、市民のほうの御活動について、きちんと把握を

するということを２５年度には、進めてまいりたいということで今、御説明をいただ

きました。 

 そして、それらを含めまして、来年度中この４月以降の時期に、この審議会自体は

任期が途中でかわりますので、また引き継ぎ等があるかもしれませんが、新たな審議

会も含めまして、今後の推進施策についての御検討を新年度から４月以降の年度、そ

れからその先、来年２６年度、実際の調査研究が進むわけでありますが、そこで最終

御検討いただいて結論を出していきたいと。大まかなスケジュールですが、そんな方
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針のようでございます。全体として、この審議会でどこまで議論したらいいのかとい

うのは、よくわからないのですが、ただ実際の調査内容につきましては、先ほど来い

ろいろ御意見いただいております。重要な点ですので、そういう点も含めまして今後

の調査の方向や、あるいは審議の進め方について御意見を賜れればというふうに思っ

ております。よろしくお願いをいたします。  

 それから、ワーキング。部会のようなものも設けて特に市民活動団体の調査につい

ては、少し全体で議論をするのはちょっと大変ですので、若干、御専門の皆様方にお

集まりいただいて、別途検討を進めたいということで御提案をいただいてございます。

この点もあわせて御議論いただければと思います。よろしくお願いいたします。  

○徳谷委員  質問なんですけど。 

○新川会長  どうぞ、はい。 

○徳谷委員  市民活動団体の現状を調査してくださるということで、今までこうい

う協働に取り組んでた団体のほうの、今は大阪市、行政側のこれが報告資料１、２と

かは成果とかが出てるんですけど、実際一緒に協働した団体への調査が入るんだと思

うんですけど、協働してない、これから協働したいなと思ってるような市民活動団体、

広くに調査されるんですか。そのどんなとこに困ってて、どんなことを求めてて、ど

んなふうな協働がしたいかというような調査も入るんですか。じゃなくて、現在も今

まで協働されてきた団体への成果とか課題とか、そういうものの調査なんですかね。  

○市民活動担当課長  今イメージしておりますのは、さまざまな市民団体というよ

うに、今、現に関係のあるところだけではなしに、ＮＰＯ法人とか社協に関わりのあ

るボランティアグループとか、その辺は視野に入ってるのかなと思います。平成１７

年にも一度やったことあるんですけども。どちらかといったら、そういう任意団体と

か、ＮＰＯ団体というイメージで広く。  

○徳谷委員  じゃあ、広く意見を拾ってくださるという。  

○市民活動担当課長  状況を把握といいますかね。今後の施策に生かせる状況を反
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映できたらなというふうには思ってるわけで、その辺も含めたワーキングでの御相談

になります。 

○徳谷委員  ぜひよろしくお願いします。  

○新川会長  はい、どうぞ山田委員。 

○山田委員  楽市楽座からちょっと抜け切らないで申しわけないのですが、これは

平成１７年に提案されたもので、状況が変わってきていて、楽市楽座では、補助と委

託の違いだったりだとか、要するに民間に任せる意味とかですね。そのようなことが

提言されているのですが、平成２５年度からは、さらに区でこういう事業がどんどん

出てくるというような流れの中で、これが本当に守られた形で出てくるのだろうかと

いうのが、すごく今不安視しているのです。実際のところの一部、募集要項を見た中

でも、かなりその汎用性はなく、これをしてくださいという、本当に下請的なものが

たくさん出てきているということは、これの意味は何だったのだろうかなって、今す

ごく感じております。審議会がどれぐらいその拘束力があるのかよくわかりませんけ

れど、以前は、こういう目的のために、行政ではなかなかできないところを民の力を

活用しながら協働事業でやりましょうというようなところがうたわれていました。例

えば、現在は審査基準のガイドラインが決められていて、ガイドラインの基準の50％

が効率性です。効率性って何かというと、いかにお金を少なくやっていけてるかいう

ことです。場合によっては、審査委員会で要項を出す場合に審査基準を変更すること

は可能ですが、実際はそのままの基準を使用する流れができていて、区でどんどん協

働事業といわれる委託事業をやっていたときに、本当に協働の趣旨といいますか、提

言が生かされているか、非常に心配であります。実態はそういう方向にあって、平成

２７年に新指針を制定されるのであろうけれども、間に合わないのじゃないかってい

うことを、心配しています。２５年度からどんどん危惧している方向で、現場レベル

で動いていったときに、平成２７年度新指針で本当に変えられるのだろうか、それを

すごく心配しています。新指針ができるまでの間に、何か手を打ってほいただきたい。
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そこはこちらの担当部局でどういう形で手を打っていただけるのか、審議会の話がど

こまで区長及び施策実行段階で生かされていくのか、拘束力はあんまりないのだろう

なと思いながら、意見を申して寂しいところでございますけれども。今後のスケジュ

ールを拝見させていただく中で、本当に間に合わないのではないかなと、実感してい

ます。 

○徳谷委員  よろしいですか。 

○新川会長  どうぞ。徳谷委員。 

○徳谷委員  私もすごく思ってたのは、もう２５年度からいよいよ、先ほどちょっ

と先生からお話あったように、地活協が動き出してます。そこにＮＰＯが入れる場合

と入れない場合も、入ったからどう入らないからどうというのもちょっとわからない

んですけれども、やはり今までの地域での活動はＮＰＯにとっては、非常に不安なも

のが大きくなっています。２５年度、２６年度の間に、今、山田委員がおっしゃった

ようにその間ね、ここに出てこういうことなのよと言って公表してる間にもうどんど

ん進んでしまって、各区の区長のもとで、協働っていう考え方も非常に少なくて、私

は資料２見て、様式３、１ですかね、ちょっと残念なんですけども、もっと言うてく

れたら、もっと一緒にやりたいなと思う、市民側は思うんですがなかなかその突破口

が見つからなかったというのが現状なので、その辺、協働したい市民、行政さんとや

りたいＮＰＯを認めてほしい、一緒にやりたい私も力を出したいとこ、たくさんある

んですがうまく吸い上げていただいてない。窓口が余りないというので、今度各区に

それができるということで、その辺はこんなとこでこんなん言うのは余りあれなんで

すけどもやはり非常に不安で、生かす、市民の活動団体をいい意味で生かすね、どこ

かで出せたのかなというふうに思うんです。  

○新川会長  どうぞ、石川委員。 

○石川委員  初めて参加させていただいたので、今までのコメントがどこまで理解

できてるか不安なんですが、最初の民間に任せる意味のところなんですが、今ＮＰＯ
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側とか市民活動の度合いが強いところからの、不安というような要素もあると思うん

ですが、やはり地活協の動きはこう猛烈な勢いですし、この民間に任せる意味でいう

と、ＮＰＯ以上に今、地域系の団体が物すごく揺さぶられているところですので、そ

のあたりをどう見ていくのかというふうなところが非常に重要ですし、本来ならば、

これは全員が多分こう思っていらっしゃる、もちろん何よりも事務局の方が思ってい

らっしゃると思いますが、プロセスがね、すさまじく早過ぎるというところのもので、

１年半後に一体大阪市各地域がどうなっているのかというふうなところで、山田委員

もお二人おっしゃったように、非常にスピードがついていけないというふうなところ

も、やはり私も危惧しますし、たまたまなのか何なのかちょうど私が地活協のほうの

委員のほうも一緒にさせていただいてますので、またそれもまた３月５日に中間報告

の会があるんですが、その報告とこの本体のほうの委員会がどうリンクしていくのか

というふうなところもちょうど両方とも私かぶさっておりますので、非常に気になっ

ているところなんですが、そのあたりの情報がでも余りにも膨大過ぎて、ある程度や

りとりが必要かなというふうに思いますので、そのあたりの工夫というか、もしもプ

ラン、御予定がありましたらお教えいただけたらと思います。  

○新川会長  少し事務局から地域活動協議会の進め方も含めて、当審議会とのかか

わりあるいは、そこで今いろんな御懸念も出ておりますので、どういうふうに対処し

ていくのか、心づもりありましたら御説明お願いします。  

○市民活動担当課長  はい、今、大阪市の市政改革プランの中で、ニア･イズ･ベタ

ーというような考え方のもの御紹介差し上げたかもしれませんけれども、地域がみず

からを経営していくというふうなことで、その地域の自立性を高めていくための方向

性として、地域活動協議会といわれるような協議会、組織を小画工区単位でつくろう

というふうな動きを大阪市内各所で、今、進められているということです。その地域

活動の活動協議会を形成する一員としまして、もちろんマルチパートナーシップとい

うことでＮＰＯとか企業とかいうマルチパートナーシップというふうな考え方もあり
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まして、どんどん参加の機会といいますか、民民協働みたいな形の機会を設けていく

というふうなことも理念として、示されておるわけなんですけども、実際その地域活

動協議会の中で、地域活動協議会自身がある当事者団体だけではなく、広く活動の担

い手で構成されていくというふうなことで、法人化をして、事業、コミュニティビジ

ネスとか事業化を図っていくというふうな、方向も言われてるんですけれども、今は

まずどのように地域が主体的に活動されていくか、そこにＮＰＯや企業が、いかにど

れだけ参画していけるような形になっていくのか、これを方向性としては示されてる

んですけども、やり方は千差万別といいますか、各小学校下レベルぐらいの地域単位

で考えられてるんですけども、３３０超える地域があり、それぞれの取り組み方があ

りまして、これがどのようにコミットメント、ＮＰＯがコミットしてくるのかという

のは、今現在進行しておりますので、私のほうの見方からすれば、今はその進行を見

守るという状況があります。  

 委員からありました。例えば、提案を生かすというような部分なんですけれども、

これも極めて私らなりには重要な社会構成をする力やと思っておりまして、その辺は

協働指針というふうな考え方の中で、示させてはいただいてきて、庁内、役所側にも

普及させようとしてる途上ではあるんですけども、どうも今のスピード感で言いまし

たら、その成果といいますか公費を使っての費用対効果みたいなものの見方も厳しく

なってまして、その辺は行政としても外部にお願いしていく際にも切羽詰った感とい

うのが出てきてるのかなと思うんですけれども、その協働でマルチパートナーシップ

で民の力もお借りしながら、対等の関係でやっていくという理念自身は、引き続き私

のほうからも発信させていただきたいですし、職員研修等でも言っておるんですけど

も、このスピード感の中で新しい何か、拘束できるか、仕組みができるかというのは

御指摘のとおりの状況ではありますので、地域活動協議会の活動これからの推移の中

でも、私どもなりに発信させていただきまして、民の力を引き上げていくようなこと

でやっていきたいと思います。  
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○新崎委員  素朴な質問ですけど、一つはその地域活動協議会の動きとこの審議会

はリンクさせていくというか、局内での連携とかはこれから図っていかれる予定です

か。それとも別立てで走らせるっていう発想で今お考えなのかなというのが、ちょっ

とお聞きしたいこと。それともう一つは、僕も山田委員の御発言に対して、賛成する

という意見を表明もさせてください。  

○新川会長  ありがとうございます。どういうかかわりなのか、お願いします。  

○市民活動担当課長  先ほどの検証のほうでもありましたですけど、別物というふ

うなことではなしに、市民活動の一つの姿としまして、その辺は計測していかなあか

ん部分やと思いますけども。  

○新崎委員  前回の審議会のときもやっぱり公民協働ということも大事だけども、

部局内での縦割りの部分を協働していくっていう形が必要じゃないかっていう議論が、

あったと思うんですね。あのときは、市民局だけではなくて、先ほど言った経済局と

か、そういった違う局にもこの提言を提案していきながら、市役所として行政として、

どう連携をとっていくかっていうことを言えば、それぞれの部署とかの横串をさすっ

ていうこともこのねらいにあったっていうふうに、理解してるんですけど、そういう

意味で言うと、今この審議会と一緒やっていうことなんで、ぜひその辺のところが一

体化できるような形っていうのが考えていけたらいいなっていうのはちょっと感じま

した。以上です。 

○新川会長  どうぞ。 

○早瀬会長代理  協働の原則からすると、地域活動協議会のスケジュールは協働に

なっていませんよ。住民と行政の間でスケジュールを共有して作るのが本来なのに、

最初からゴールがいつと決まっいて、それは一方的に押しつけた。住民と協議しなが

らスケジューリングするということじゃなかったでしょう。議会とは協議してつくっ

たわけだけど。 

だからそこでスケジュールにあわせるのは現実にはすごく難しいんですよ。普通
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はこの審議会のようなスケジュールですよ。こういうスケジュールで議論するのが普

通ですよね。事務局の皆さんは本当に大変やと思うんですけど。  

だから今このスケジュールの中で多少でも、受けとめるということで考えるなら

ば、審議会で６月に調査項目の報告があって、任期切れ前の１０月にそのことも含め

た検討をするんだけど、今の話だとこの審議会では調査部分だけだと、来年の上半期

は何をするんだって話になりますけども。  

だから、前倒し的に施策のルールの話も少し議論できると、今のことが少しは反

映できるんかなと思います。市民活動団体の実態調査をしなかったら、絶対、市民活

動推進施策のあり方が検討できないというわけでもないと思います。 

一方で市民側が例えば、愛知県の「協働ルールブック」だとか、それこそ新川先

生も詳しく御存じの京都の「協働ウェイ」という市民団体と行政の協働のルールをお

互いの間で共有しあう取り組みが京都だとか愛知県にはあるんですよ。そういうこと

からいうと、この審議会でやるよりも、地域の団体も含めて市民活動団体側が、行政

と協働する時に、こんなルールでいきましょうよと提案して、行政側と議論するとい

うこともやらんと、ここだけでなかなかできないなという限界を感じます。少しでも

市民間の中でも、本来の協働のさまざまなルールについて、話し合いが始まればよい

と思います。 

この中にスケジューリング以外のことについて書いてないので、こういうことに

なるかなと思います。ちょっと不規則発言かもしれませんけど、思いました。 

○新川会長  ありがとうございました。どうぞ、池田委員。 

○池田委員  今は実際ですね、市民活動されてる方いろいろ御意見出たんですけど

も。私、直接やってないんでよくわからないっていうのがあるんですけども、その一

つはやはり、委託とかどう決めていく、どこにどう出すかという決めていくプロセス

がやはり今の時代に合っていないんではないかというのが一つと。私もわからないん

でお聞きしたいんですけども、委託するとか支援するとかいうのが、どういうプロセ
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スで決まっていくのか、ちょっと私、理解できてないんでその辺御説明いただきたい

のと、それから審議会で今いろいろ答申とかありますけども、どうしたらいいかいう

結果までは、非常に答申するの難しいと思いますけども、やはり審議会として、こう

いう問題点がありますよと、そこまでの答申はこの期間内でできるんじゃないかと思

いますので、その辺は皆さんの意見をまとめていただければいいかなと、そういうふ

うに思います。以上です。  

○新川会長  ありがとうございます。御質問部分ございましたが、事務局から少し

補足をお願いします。 

○市民活動担当課長  委託で言いますと、本来は役所がするようなものをより効果

性とか、より技術がすぐれてるとかいう意味で、外注を出しますという、まずそうい

う契約の関係があって、いまはもうこの業者しかできないなんていうような契約とい

うのが、例外的にあるけれど、ほぼ競争するという形になってます。先ほどもありま

したけども、やはり価格競争いうのが基本にはなってるんですけれども、ＮＰＯや市

民活動団体と契約するときには、主にそういうアイデアとかいうものを受けとめるた

めに、プロポーザルというふうな言い方をしてるんですけども、こういう企画で、こ

の課題を解決しますというふうな契約の御提案を受けるようなやり方というのが、主

流になってるんかなと思うんですけれども、私どももそうですけど、こういう数的目

標してくださいとか、こういう中身の講座をしてくださいとか、要求をしてるという

のが今、程度としては強くなってるんかなと思いますので、その辺が少しＮＰＯの豊

かな発想とかいうのを、損ねてるんじゃないかなというふうに、考えています。私ど

もなりに、より協働できるような形で契約したいということで、そういうプロポーザ

ルというふうな方式を必ずしも安いところがいいというふうな形ではしてないんです

けれども、どうやら大阪市全体でいいますとやっぱりまだ価格競争のほうがいわゆる

民間とのといいますか、企業との契約というのがベースになっているような、やり方

になってしまってるのかなと思います。 
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 あと、金銭的な補助金とかいうのもありますけど、これも２分の１。必ず自主財源

を使っていただきつつ、税金からも半分支援しまして公的な活動をしていただくとい

うふうなものもあります。必ず２分の１ルールというんですけども、そんな形での支

援もあります。お答えになってますでしょうか。  

○池田委員  ちょっとストレートでお聞きして申しわけないんですけど、だれが決

めてるかというのと、あと今、提案とかがあれば、例えば何日以内に決めるとか、そ

ういうあれはあるんでしょうか。  

○市民活動担当課長  基本的には、プロポーザルという方式をとるときには、外部

の先生方にお願いしております。 

○市民局長  一つは誰が決めるかということなんですけど、これはもう行政組織で

すので、それぞれの事業には事業の決定の責任者が、これは区長であるとか、これは

局長とか、これは市長判断というのが決まっておりまして、それぞれの事業の種類に

よって、決定権者は異なるんですけれども、予算の権限もそういうのがあります。そ

の中で、やはり今、大阪市の流れとしては民でできることは民で、その豊富な知識経

験を生かして、逆に行政でできないものを求めていくということで、その方向でやっ

ていこうということなんですけれども、これについてやはり、一つは価格競争も、あ

りますけれども、もう一つは、アイデア競争ですね。そのコンペという形で公募をし

て、アイデアのすぐれてるところにお願いする。それは、企業でもＮＰＯでもという

ことなんですけれども、ただその期間というのは特に決まってないんですけれども、

十分な周知期間とそのアイデアを提案して、審査するために必要な十分な期間をとる

という必要があって、余り短いとですね、もうできレースみたいに、はじめからそう

いうことをある程度やってるところだけしか手をあげれないとかいう、競争を損なう

ことになりますので、そこのところは十分に余裕をとるということありますけど、そ

れが例えば何週間以上とか、決まってるわけじゃなくて、その内容の複雑さであると

か、業務の難易度とか、あるいはその予算規模とかによって、それぞれのその事業を、
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権限を持って担当してるところが決めているというようなのが実情でございます。  

○池田委員  わかりました。 

○新川会長  よろしいですか。はい、どうぞ。  

○徳谷委員  実例を２つだけ。一つは大阪市の都市整備局がされているプロポーザ

ル事業。それこそコミュニティビジネスですが、提案型で、提案をしてるところを、

審査して、決定をするという。市営住宅の一室を借りてしてるんですけれども、非常

に厳しい審査があるのが、専門家の先生方からの審査委員会がありまして、その前で

プレゼンテーションをしまして、点数性で勝ちとるという競争から勝ちとって、いい

のを認めていただいて、その住宅は、大阪市が家賃を半分出してくださって、うちが

半分だす。３年ごとに見直しで、事業の効果とか、１年ごとにも、決算と事業の効果

どれぐらい効果が実績があったかを、必ず報告して、評価していただくことになって

ます。 

 もう一つは、つどいの広場というんですか、これはもう完全に年間幾らって決まっ

てて、それも公募されて、実は来週、うち審査があるんですけども、実感こもってま

して、非常に厳しいプレゼンテーションと、厳しい審査委員会がありまして、安全と

か、事業の内容とか、どう公募するかとか物すごい厳しい基準で点数性で、一番高い

得点をとったところに、委ねますよという、それも３年ごとに見直しで、その間、ど

れぐらい効果があったかと問われます。受け取る私たちとしては、非常に励みにもな

るし、工夫もするし、その間に相談も結構してくださるので、いろんなことを相談し

て区と大阪市に相談しながら、やってるというのは一例ですけど。うちの例で申しわ

けないですけども、非常に厳しい審査があります。私から見たら厳しいという、非常

に突っ込まれます。審査会でいろんな先生方が何人もいらっしゃって、弁護士の先生

もいらっしゃるし、関係者の先生もいらっしゃるので、専門家の大学の先生からも、

非常に厳しく、防犯・防災が非常時はどう逃げるのかとか、どんな方向考えてるのか

とか、どれぐらい避難訓練してるかとか、かなり厳しくありますので、それで勝ちと
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っていくっていうのは、私たちにとっても誇りになってるというか、励みになってま

す。一例で申しわけないんですけど。  

○新川会長  ありがとうございます。  

 はい、どうぞ。 

○木下委員  はい。先ほどから話がある地域協議会の、まず、もう自分自身がそこ

の中で、今度立ち上げなあかんから必死で、たまたまそこに傍聴の方もうちの区から

来られて、何言うかわからへんからチェックに来られたんかなと思いながら、ちょっ

とびびってるんですけども。正直ね、本当に短い期間でやらなあかんので、おしりに

火がついてて、逆に役所の人も一生懸命説明してくれるんですけど、なかなかついて

いかれへんお互いに。そやけども、何でそれが、せなあかんかいうて、こうしてほし

い言う理由は私らでもわかります。地元の人間でも。だから、それはもういいんです。

そやからやるために、せいぜい私どもよりよく地域がなるために、させてもらうこと

は十分だから、そこのフォローも役所のほうがしやすいように、逆にね、市のほうか

ら区役所のとこにも、もっとフォローせえへんかったら、多分もう火の車やね。大変

やと思います。 

 そうしてもう一つ、私、市民協働という形が変な話ね、地域で活動してる人間は、

お金を改ざんして、こう動かしてない、もちろん町会費からあって、連合から予算が

おりたりする組織もありますし、区役所のほうから助成金という形でもらってるとこ、

手をあげへんかったらそれはもらわないですから、要らんというところは出てません。

でもそれで、地域が、住んでる人がうまくその地域をよくしていくためにここで住み

続けるために、どうしたらええかなと知恵出しながらやってきてるんです。それはも

う市民協働っていう、市民活動、協働するのは、根本的にはそこら辺を本当は協働ち

ゃうかなと思って、ＮＰＯさんとか事業とかそういうことしてるとこだけじゃなくて、

そういうところも本当は協働やねんでいうことが、何となくあんまり見えへんな思い

ながら聞いてたんです。 
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 もう一つ実は私、生活協同組合おおさかパルコープの中で活動してます。それは、

暮らしの助け合いの会というので非営利です。有償ボランティア活動という形で、困

ってはる子育てのお家とかお年寄りのお家とかいろんな、今、認知症の方のお買い物

を手伝ったりといろいろ、そこから見えてくる。それだけじゃなくて、生協というの

は本当にこの、市民活動のことをしてるところなんです。と思ってます。そやからい

ろんな生協が持ってる集会室であり、会館で子育てのお母さんがしんどないように、

遊んでもらうようなシステムも１００円でしたりとか、あと各会館で月に１回とか、

地域でされてるんじゃなくて、そこへ来て、遊んだり、しゃべったり、食べたり、飲

んだりできるような場もしてます。だから、そやからＮＰＯさんやとか、いろんな組

織もあるけども、なかなか生協もいいもんだと思いますよ。一緒にこう考える場をお

互いに持ってない部分がきっとあるんかなと思いながら、思うんですけども事業して

る部分があるから、なかなかそこら辺が難しいんかなと思うんですけど、生協の組織

ってやっぱりそういう意味では、地域に根差した活動を一緒にできるとこやと思うの

で、別にアピールするわけじゃないですけども、活動してる中身を行政のほうも、も

っとこうお互いに利用言うたらあかんな。知ってうまくよりよくなるために見ていた

だくことも大事かなということと、聞き取っていただくこともすごく大事なこと違う

んかなと思ったりしました。  

○新川会長  どうもありがとうございました。  

 どうぞ、室谷さん。 

○室谷委員  今、議論を聞かせていただいて、実際に市民活動に市の中で取り組ま

れてる方が持ってる危機感というのがよく伝わってきて、私、自体もＮＧＯの運営に

はかかわってるんですけど、兵庫県のほうなので、ちょっとそういう認識ってなかっ

たので、あと今日初めて参加をしたので、よかったんですけど。その別のところで地

域の協議会というのが進んでいる中で、それはもうスケジュールがどんどんと早く決

まってという中で、その中でいろんな市民団体あると思うんですけれども、皆さんお
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っしゃられてるようにやっぱり自由な発想とどうしてもその効率とか、そういうもの

だけでは図れないＮＧＯの活動というか、お金にはあんまりならなくても、それでも

やっぱり社会に必要な活動っていうのが、きっとあると思うので、この審議会ではそ

ういうところも提案をできたらいいなというふうに思っていて、委託とか補助とかの

定義とか、この楽市楽座の前の提言の中で、提言されていたのっていうのは、そうい

うところだと思うんですね。とはいえ、一方で地域のほうの施策というのはどんどん

進んでいくということであれば、大きなその市政の枠組みの中で、ＮＧＯなり市民団

体が抱えている課題とか不安とかを、取り込めるような調査項目の設定というのが一

つあり得るのかなと。それを反映して、この審議会としても提言ができれば、この審

議会で期間をかけて調査をして、実施をしていく意味っていうのがあるのかなという

ふうに思います。 

○新川会長  ありがとうございました。  

 そのほか、いかがでしょうか。  

 はい、どうぞ。石川委員さん。 

○石川委員  調査に関していろいろな御意見があって、どうしても調査項目をとい

うか定義をしていくので、そこからどうしても漏れてしまうけれども、でも大切な活

動ってありますよね。そういったものを吸い取れるような仕組みをどうつくるのかと

いうのが、この場の役割だと思うんですが、これは調査項目になるかどうかわからな

いんですけども、この一番最初の議論の事業の中にもありましたけど、やっぱり区単

位でどう見ていくのかというところを、総合的にまとめるような物の見方というふう

な視点が一つ必要なのかなというふうに、ビジョンに行政のほうのこの取り組みもま

だ完全にそろってないとはいえ、でもそろったところで、やっぱりかなり差が確実に

ありますので、この差をどう見る、それこそ競争かもしれませんけども、この体制、

支援の体制を協働体制をどう見るのかというのもそうですし、市民活動の中の、それ

ぞれのあり方というふうなところを、トータルに何かちょっとやはり正直、大阪市大
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き過ぎますよね。これ余りにも大き過ぎて、それをまとめて見るとどうしても細かい

ところまで、吸い取れませんので、やはりこういろんな切り方ができると思うんです

が、地活協の動き等もありますし今、区長の権限も強まっておりますので、区ごとの

視点というのをぜひ項目というかまとめ方、分析のところだと思うんですが、ぜひや

っていく必要があるんじゃないかなというふうに思いました。  

○新川会長  ありがとうございました。  

 いろいろ御意見をいただきましたが、時間も大分たってまいりました。今後の進め

方、それから調査の中身等々について御意見をいただきました。調査につきましては、

今、大よその先生方、委員の方々からございましたように、幾つか重要なポイントが

出てきたかと思います。 

 一つはやはり今後市民活動の調査をしていくときにやはり、これからの市民活動の

活発な活動、その本来の活動の意味のようなものを生かすような、そういう調査をき

ちんとつくらないといけないということで御意見をいただきました。現状いろいろと

市、行政とのかかわりでは、いろいろ問題もあるという御指摘もございましたので、

そういうところも踏まえた調査にしていかないといけない。  

 それから、もう一つはやはりこの市民活動の調査に際して、区の単位というのをど

う見ていくのか。特に地域活動協議会という新しい仕組みが今できつつあります。個

人的にはこの仕組みをつくるのに関わった責任があるなと思いつつお話は聞いていた

のですが、それはともかくといたしまして、地域活動協議会も、市民活動団体の一つ

だというふうに私は思っておりますし、当然、これからの大阪市を支える重要な市民

活動団体、市民生活を支える重要な担い手というふうに思っています。同時にこれは、

さっきもありましたように、いろんな地縁も福祉もそしてＮＰＯも含めた、いろんな

人たちが入って、マルチにつくっていくというのがそもそもの趣旨です。そういうと

ころでも、この地域活動協議会というのをどういうふうにこれからもっていったらい

いのかということもある意味では当審議会の重要なテーマというふうに考えておりま
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すので、そことの関わりもこの調査の中で少し考えていく必要があるのかなというふ

うには思いながら聞いておりました。  

 それから、従来からのいろんな市民活動団体、当初ターゲットにしていたようなＮ

ＰＯ方、ボランティア、新しい団体だけではなくて、日本社会には伝統的に協同組合

のお話もございましたし、あるいは、社会福祉法人のような形をとられたそういうと

ころもございます。どこまで範囲に含めるかという議論はあろうかと思いますけれど

も、少しこの市民活動団体というものの持っている性質を考えたときに、もっとすそ

野を広く考えていく必要があるかもしれないということで、このあたりは今後、調査

の設計をとられる際にぜひ御検討いただければと思っております。  

 この調査の中で、３点目に大事だなというふうに思いながら聞いておりましたのは、

やはりこの調査の中で改めて、市民活動の中での協働であるとか、あるいは行政との

関わりの中での委託とか補助とかということについて、どう考えていくのか。これは

調査の中で定義をするというかむしろそういう問題を、話が熱気が出てきたのであっ

ちも驚いてるみたいですが、こういう調査の中でもう一度こうした、協働とか委託と

か、あるいは補助とか、後援とかいろんなタイプがありますが、こういうものについ

て改めて、市民の側はどういうふうに見ているのかということを確認をし、また行政

の調査の中でも当然するべきといいますので、このあたり総合して私たちがどう考え

るかという、そういう資料をぜひ御用意をいただければと思っております。  

 調査につきましては、いろいろ御意見いただきましたので、今後、ワーキング部会

等を設置をしまして、少し専門的に詰めていただきながら議論をしていきたいという

ことで、御了解をいただければと思います。  

 あわせてもう１点だけ。重要な幾つかの御指摘ございました。調査が全て完了して、

そして２年後に、平成２７年の３月に新たな施策として提案をさせていただくのでは、

少し遅いのではないかと、こういう御懸念をいただいてございます。これにつきまし

ては、この審議会自体は本年の秋までということでございますので、今のメンバーで
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はこの秋までということでございますけど、その間、手をこまねいてるというわけに

もいきませんので、少し事務局とも御相談をさせていただいてこの審議会として、何

がどこまで言えるかということについて、現在市政あるいは区政の中でこの市民活動

について非常に大きな動きがございますので、逆にそれに対してこの市民活動の審議

会が促進をする側としては、どう考えていったらいいのか、必要に応じてこの審議会

としての御意見も賜っていく、場合によってはアピールもさせていただくというよう

なこともあってもいいのかもしれないというふうに思いながら聞いておりました。た

だこれは、少し事務局と詰めさせていただきまして、次回のこの審議会でもう一度お

諮りをさせていただくということにしたいと思っております。  

 とりあえず今後の進め方につきましては、今のような方向でまとめさせていただき

たいと思いますがよろしゅうございますでしょうか。  

 ありがとうございます。それでは、早速ですがワーキングの部会をつくって、まず

はこの調査、どうしても進めていかないといけないので、調査の中身を詰めていただ

く、そういうワーキング部会をつくりたいと思ってございます。つきましては、早速

でございますけれども、この先ほどのワーキング部会の設置要綱に基づきまして、設

置をさせていただければと思います。  

 ワーキングのメンバーにつきましては、私のほうから指名をするということになっ

てございますので、まずは取りまとめ役、ワーキングリーダーということになるので

しょうか、取りまとめ役については、できれば副会長、早瀬会長代理にお願いをした

いというふうに思っておりますが、よろしゅうございますでしょうか。お願いします。

忙しいんでしょうけど。 

○早瀬会長代理  いえ、いえ。 

○新川会長  御本人の御了承も得られましたので、そうさせていただきます。それ

で、人数は特に何人以内とかということはないんですが、働きやすさ、集まりやすさ、

議論のしやすさということで５、６人かなと考えてございます。もし、ぜひそういう
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議論する場に入りたいということで、御希望があれば積極的に委員の皆様方お入りい

ただければと思っておりますが、いかがでしょうか。お手あげ方式でいきましょうか。 

 はい、室谷先生、はい。 

○室谷委員  いろいろ勉強させていただきたいので。  

○新川会長  じゃあ、お一人決まりました。 

 はい、よろしくお願い。池田委員も、はい、ありがとうございます。  

 あと２、３方いかがでしょうか。  

○早瀬会長代理  このメンバーもですよね。 

○新川会長  そうですね。実は、少し心づもりもございまして、今、お三方お手あ

げいただきましたので、この方々にはぜひお入りいただきたいと思っております。そ

れに加えまして、できれば楽市楽座のときからかかわっていただいております山田委

員にもぜひお願いをしたい。それから地域活動協議会にかかわっておられます石川委

員にも入っていただきたいというふうに思ったんですがよろしゅうございますでしょ

うか。それと一応御専門ということで、新崎委員にもぜひお顔を出していただければ

と思うんだけど。 

○新崎委員  どれぐらいの事務量になるんでしょうか。  

 ちょっとワーキング厳しいかなというのが、はい。申しわけないです。  

○新川会長  わかりました。それじゃあ、少し集中的に御議論いただく必要があろ

うかと思いますので、御事情ということで、新崎先生はちょっと諦めていただきたい

と思います。 

 もうお一方ぐらいと思っておりましたので、地域のコミュニティのほうの代表どな

たかと思っておりまして、下田委員は今日はお休みですが、もし御了解得られればお

入りいただくということで、編成をさせていただければと思いますが、いかがでしょ

うか。 

 それでは、先ほど今日御出席の委員から、５人の方にお願いをさせていただきまし
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た。それから御欠席の下田委員には、これ御本人の御意向を確認をさせていただいた

上で、編成をさせていただく。リーダー役には、早瀬会長代理にお願いをするという

ことで決定をさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。  

 事務局、よろしいですか。  

○地域活動課担当係長  ありがとうございます。  

○新川会長  ということで、無事に委員決まりましたので、少し忙しい思いをさせ

ることになるかと思います。６月の当審議会までに、一定方向を出していただくとい

うことになろうかと思いますので少し詰めて、来月再来月くらい御議論をいただくと

いうことになろうかと思いますがよろしくお願いをいたします。早瀬さん、よろしく

お願いします。 

○早瀬会長代理  はい。まず３月末ね。 

○新川会長  はい。 

○早瀬会長代理  集まらないと。はい。 

○新川会長  それでは、今後の進め方につきましては、以上にさせていただきます。  

 続きまして、もう一つ議題がございます。区政推進基金、これにつきまして、まず

は事務局のほうから御説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  

○市民活動担当課長  資料４をご覧ください。先ほど来、区レベルというようなこ

とでお話進んできてますけれども、市民活動に関します大阪市区域の動きということ

で、区政推進基金について御報告させていただきます。  

 これからの区政の展開としましては、各区の実力に合わせた区将来ビジョンという

ものが策定されてきておりまして、これに基づく事業の展開とそれと各区の自主財源

の獲得に向けた取り組みの展開ということが必要となっています。この自主財源の獲

得の面でいいますと、寄附金の募集という方法に着眼が向いておりまして、これまで

の寄附金は、寄附の受け皿が特定の施策分野ごと、つまり環境のテーマであったり、

スポーツであったり、文化であったり、それぞれの施策、分野ごとにかつですね、活
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用の対象が全市域的ということで、特定の区とかに偏らないような、そういった特定

目的の寄附という位置づけでありまして、こういった特徴があったわけなんですけど

も、逆にいいますと区ごとで活用できる基金がなかったわけで、その中で市民局で所

管しております市民活動推進基金の中に、区ごとに支援できるような仕組みを設けま

して、この市民活動推進基金以外の基金の全市的な使われ方というようなものは、一

定の限界があったと。区にこだわるような寄附者の御意向に応えきれていなかったと

いうのがあります。 

 そこで、区ごとで活用できて、また施策分野ごとではなく、各区の目指す将来像の

実現に活用できる基金。寄附者からの賛同を得られたような寄附者の御意向生かせる

基金としまして、来年度の４月より区政推進基金を設置することを予定しております。  

 市民局では、市民活動団体の支援を目的としました市民活動推進基金を平成１９年、

審議会のほうでも御議論いただいて、設置してまいりまして、市民活動推進基金の特

に助成事業としまして全市的な活用を行うとともに、区役所市民協働型事業としまし

て、区を指定した収受及び区ごとに活用ということで行ってまいりました。  

 今回、市民活動推進基金はその目的である市民活動団体への支援が今後、区政推進

基金の各区の目指す将来像の実現に向けた施策その他、区のまちづくりにかかる施策

の推進を図る資金に当てるという区政の推進の目的の中に、市民活動の支援、あるい

は協働推進という理念が含まれるというふうに理解されておりまして、区政推進基金

に整理統合という方向で展開を進められています。市民活動推進基金につきましては、

楽市楽座の提言の中でも御提案いただき、また本審議会からも御意見いただきながら、

設置して運営してまいったところでございます。いち早く区が実施する基金に含まれ

ますことは市民活動団体にとって、より身近な場所であります区役所からの支援に移

行していくことであるのだというふうに考えておりまして、今後は基金の引き継ぎに

当たりまして、各区と調整してまいりますけども、これまでの寄附といいますか、今

年度平成２４年度までに収受された基金につきましては、これまでの寄附意向に基づ
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く活用を行い、来年度２５年度以降に収受する寄附金については、これまで同様支援

活動を支援する施策分野を指定してる仕組みとなるように、必要性を説明してまいり

たいと思っております。 

 資料５のほうなんですけども、どのような形の事業だったかというのが、助成事業

としまして示させていただいていますのがタイプ１というふうに書いています。各区

で行われておりましたものがタイプ２といわれてるもので、簡単なイラストも入れさ

せていただいて、内容を示させておりますので御参考にご覧ください。 

 説明は、以上です。 

○新川会長  ありがとうございました。ただいま、御説明がございましたように、

従来ございました市民活動推進基金、これを新たな区政推進基金に衣がえをする。し

かも各区ごとの活動に寄附をいただけるような仕組みにかえていく。ただし、寄附者

の方別に区を指定しない場合もありますので、それについては、全区的に御検討をい

ただくとか、そういうような仕組みのようでございますが、何かこれにつきまして、

御意見、御質問ございましたらお願いをいたしたいと思います。  

○早瀬会長代理  確認です。だから資料５は、これ過去形のもので資料４にすると

いうことで、資料５は、これまではこれだったという話だと。今後は各区ごとに、市

民活動に関する予算がどれぐらいあるかは、これは区ごとで決めることになりますよ

ね。 

○市民活動担当課長  市民局のほうでやっておりますタイプ１というのは、ＮＰＯ

さん方、大概お聞かせいただくと一番お困りごとがやっぱり資金需要といいますか、

資金面の関係やということで、聞いておりますので、助成事業、補助金としましての

仕組みに特化しております。一方の区役所のほうでは、少なくとも基金の目的が市民

協働とか、活動の推進とかそういうことでありましたので、必ずある市民活動団体の

パートナーを前提としての使われ方をするというふうなことで、必ずしも補助金には

限っておらないです。委託とか、直接に区役所が材料買うとかですね、そういった使
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われ方につきましては、ちょっと多彩というか、区役所ごとの御判断に基づくような

使われ方がしております。  

○新川会長  はい、どうぞ。 

○新崎委員  今、市民活動推進基金の委員もさせていただいてて、ちょっと今回初

めての御提案だったんで、僕自身がちょっと理解してないところなんです。今、世古

さん、事務局のほうからの御説明でちょっとわかりづらいんですけど、じゃあ、もう

このタイプ１、タイプ２というのをなくしてしまうっていう形になるんですか。で、

区ごとの資金に統合するという形になるっていうことなんですか。それとも従来どお

りの市民活動推進基金という形のスタイルも残すということですか。それは、違うん

ですよね。 

○市民活動担当課長  すいません。説明が下手ですね。２４年度にもう集めさせて

いただいてる、お預かりさせていただいてる例えば補助金が前提になってるとかいう

集め方させていただいてますのは、これは当然従来どおりということなんですけども。  

○新崎委員  もう２４年で終わっちゃうということなんですね。  

○市民活動担当課長  ２５年、来年度以降につきましては、これから各区と調整を

させていただきながら制度設計するんですけど、市民局としては、あくまでも従来ど

おりにですね、形で。 

○市民局長  ちょっとわかりづらいんですけども、従前の市民活動推進基金は、今

度の新しい区政推進基金に統合されるという形になりまして。  

○新崎委員  統合。 

○市民局長  はい。統合ですので、従前のタイプ１、タイプ２というその受け皿そ

のものは新基金の中で残っていく形になります。ただ、名称は区政推進基金というこ

とになりますし、その中で各区ごとに寄附を受け入れるための要綱を作成するんです

けれども、そこに実は各区は、うちの区ではこういうことに力入れますという、いろ

んなメニューを出しまして、それでもって区民から資金を募るということなんですけ
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ども、これ、予算の市長の査定をいただきましたときに、統合するということで、そ

こで決定したんですけれども、必ずその各区の要綱の中にも、市民活動推進のために

使用するという、それは必ず入れておくということになっております。それと、区を

指定しないという寄附者の意向によります全市的に活用してほしいと、要するに区な

んですけど、２４区で活用してほしいという受け方もできるつくりを残しております

ので、区を指定せず市民活動推進に使ってほしいということになりますと、従前のタ

イプ１と同じ形で管理されることになります。ただ、その資金の活用方法なんですけ

れども、区政推進基金となりますので２４区の区長、管理は市民局なんですけれども、

その使途については区長が決めるということになりますので、従前と違いまして、全

市的な市民活動支援のための基金の使い方について、どうするかということについて

は２５年度ですね、区長会議の中で従前どおりの運用の方法にするのか、区長で別に

例えば、全市的な活動テーマをちょっと絞って、助成するようなことにしたいとか、

区長の意向も踏まえた形にできるようにしてほしいという、市長の意向もございまし

て、ちょっと運用方法は変わるかと思いますけれども、従前のタイプ１、タイプ２は

新基金の中で、もう解消されてなくなってしまうということではないということでご

ざいます。 

○新崎委員  理解しました。わかりました。ただちょっと懸念するところっていう

のは、いえば今までの名前にこだわるわけじゃないんですけど、市民活動を推進する

基金というところと、区政推進会議っていうことで行政に対して市民がどう、先ほど

の山田委員からの御発言もそうですけれども、補佐するか保管していくかっていう発

想にちょっとその基金の名称で、ちょっと私としては、感じるところがあります。そ

ういう意味でいうと補完型の市民活動というところに、移行していくという懸念があ

るっていうのは、一審議会の委員として述べさせていただきたいと思います。  

○新川会長  ありがとうございます。  

 どうぞ、山田委員。 
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○山田委員  区がメニュー出していくという話になるかと思うのですが、例えば、

課題はどの区でも一緒の課題というのは当然出てくるわけですよね。今の現状で、区

で公表されているのを見てみると、一つの例ですが、発達障害を持っている方の支援

というのを、出している区が幾つかあります。そのメニューの出し方が皆ばらばらの

出し方をしているのです。それで本当に発達障害を持った方の、課題解決につながる

のかとすごく不安に感じてるのです。各区で実情に合わせて取り組みむものと、全市

的に取り組まなければいけないものと、多分あると思うのですね。そのあたりは整理

していただきたいと思います。例えば、新崎委員も御存じのように、大阪市地域福祉

活動計画に基づくフロンティア事業というのが幾つかされましたけど、その事業はあ

くまでもその区の事業、区のレベルで出していくということで、やっていましたが、

その中でも全市的にするべきものも当然あるわけですよね。だからその区だけが推進

していったら、市民、住民の、本当に幸せにつながるのかというとそうでもないとい

う話も出てくるので、区レベルで施策を進めていくことも、ニア・イズ・ベターの意

味からいったらあるかもしれませんが、一方では全市的にやらなければいけないとこ

ろも、もっと目をかけてほしいなというふうに、すごく今の話を聞いて感じました。  

○市民局長  大阪市はまだ現にあるわけでして、それぞれの福祉局であったり健康

局とかもございますのでね、やはり全市的に進めなければならない、これは区ごとに

ばらばらになってはいけない施策もございますので、それは局が責任を持って進めて

いく。ただ、それもやはりものによっては局がいろいろきちっと説明して、区長の理

解を得て局が施策を推進するんですけれども、そこは区長のマネジメントも入れた形

で、全市的な施策展開図ると。かなり複雑な行政のプロセスが今、あるんですけども、

その中で我々努力していくことになるのかなと思います。  

 それから、市民活動推進基金、我々こういう形で統合という形で決して提案したわ

けではございませんで、これは弁解になりますけれども、並立ということでこれは存

続させる必要があるということで、説明をしたんですけれども、行く行くは大阪市も
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幾つかの基礎自治体に分かれていくという方向性が示されている中で、こういう基金

をつくるんであれば、まさに先ほど出ましたニア・イズ・ベターの原則、あるいは区

政をこれからますます市民協働ということを重視して、区政をやっていかなければな

らないという観点から、政治的判断として、決定がなされたものでして、今後のその

基金の運用面で大きい障害がでないように我々としても努力してまいりたいと考えて

おります。 

○新崎委員  決して、事務局側を責めてるわけではございません。ただ、私がこの

委員に選出された一つの意味としましては、いわゆる一般コミュニティ、地域の課題、

各区のニア・イズ・ベターっていう形で課題がいろいろあると思います。高齢化、子

育ての問題、それももちろんとても大切なことだと思うんですけど、私のここにいる

意味は、福祉コミュニティいわゆるマイノリティーの方々に対しての支援というのは、

先ほど山田委員がおっしゃられたように、これは例え少数であったとしてもやはりし

っかりと、ＮＰＯとか市民活動で担っていかなあかんのん違うか。その部分について、

僕は代弁するっていう役割で、ここへこさせていただきました。ですから、この流れ

が問題だっていう、変えてくれっていうことまでは言えないと思うんですけど、そう

いったところの中でニア・イズ・ベターが全てであるという発想の中で、コミュニテ

ィを推進していくことの怖さっていうところについては、やはりこの委員会の中で一

つの意見として書きとどめていただきたいと思います。それが、私のここにいる意義

だというふうに理解しています。以上です。  

○新川会長  ありがとうございます。  

 そのほか、いかがでしょうか。  

 よろしいでしょうか。それでは、今、区政推進基金につきまして、いろいろ御意見

をいただきました。当審議会といたしましては、一つは従来の市民活動推進という、

そこの基金の趣旨というのが本当にこの新しい区政推進基金に生かされていくのかど

うかということについて、懸念が示されたということについて、当委員会としての御
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意見、体制であろうかと思いますがまずは、強調させていただきたいと思います。  

 具体的にはその中でやはり、区政推進という形になったときに、さまざまな市民活

動の推進ということが実は、行政のかかわりのあるところへの資金供給にかわってし

まうのではないか。行政寄りのものになってしまうのではないかというような御懸念。

あるいはまた、マイノリティーという言い方をしていただきましたけれども、小さい

けれどもしかし、市政、大阪市全体で捉えると非常に大きな問題、そういうものにつ

いて本当に対応できるんだろうか、ニア・イズ・バットになってしまう可能性もある

かもしれないということで、御懸念をいただきました。こういうところを今後、ぜひ

しっかりと御調整をいただきたいですし、大きな方針としての新たな自治体をつくる

という方向に向けては、恐らくもう今のところそれをどうこうという段階ではないか

と思いますが、一方では、そうした自治体に移行をする、新たな自治体ができればそ

こでまた、しっかりと議論していただければいいと思いますが、そこに移行する段階

でもやはり市民活動というのは、日常大きな役割を果たしつづけるということになり

ます。少なくともその段階での市民活動が、より活発に活動できるようなそういう環

境を用意しなければならないと私どもも考えてございますので、そうした観点からも

ぜひ、しっかりと今後、御検討いただければというふうに思っております。これ、条

例もうできたんでしたっけ、まだ。  

○市民局長  この議会に上程します。 

○新川会長  わかりました。ぜひ、このあたりも御議論をいただければというふう

に思っております。ということで、若干、厳しめのお話をいただきましたが、区政推

進基金の新設ということで、御説明をいただき委員からの御意見をいただいたという

ことで、この部分につきましては以上にさせていただければと思います。  

 当審議会で、この基金について何か諮問をせよということになってはございません

ので、ここはこのくらいにさせていただければというふうに思います。  

 それでは、その他、幾つかございましたが。その他というのが項目として３に挙が
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ってございましたが、事務局のほうから御説明まずお願いをしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

○市民活動担当課長  すいません。冒頭の資料の御案内のときにですね、ちょっと

誤りがありまして、資料６というものの１枚もののＡ４の資料がございますでしょう

か。協働型事業委託第三者会議についてという表題になってございますけど、そちら

のほうご覧ください。 

 前回の審議会におきまして、協働型事業委託のガイドラインにつきまして、簡単に

御説明させていただいたんですけれども、こちらのガイドラインにつきましては、現

在も修正作業を行っておりまして、今年度中には策定公表してもらえることを予定し

ております。このガイドラインの中で設けることとなっております第三者会議につき

まして、本審議会委員の方から２名程度御参加いただいて、ガイドラインに沿った取

り組みのアドバイスをいただいてまいりたいということで、お願いしてきたところで

ございます。この第三者会議の設置のタイミングを平成２５年、来年度の５月ごろと

考えておりますので、ガイドラインの策定、今年度中の策定後、委員を御選出いただ

くまでに審議会の開催のタイミングがどうやら合わない状況になろうかという予想さ

れますので、まことに勝手ながら趣旨に御賛同いただきまして、選出にあたって会長、

会長代理に御相談いただくことで御了承いただきたいと考えております。つきまして

は、スケジュール等につきましては、新川会長に御一任でお願いしてまいりたいと思

っておりますのでよろしくお願いします。以上でございます。  

○新川会長  ありがとうございました。前回御議論いただきましたように、いろん

な事業の協働型の事業ということで、公募を進めておられます。先ほど徳谷委員から

も幾つか事例の御報告いただきましたけれども、こういう事業の選定をする際にやは

り本当に協働型というようにふさわしいかどうかということを、しっかりと確認をし、

また各御担当にも、また応募をされる市民活動の側にもしっかりと理解を深めていた

だく、そんな必要もあろうかということで、この第三者の機関、第三者会議というの
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を設けてはどうかということで御提案ございました。これにつきまして、御質問ある

いは御意見ございましたらいただいていければと思いますがいかがでしょうか。  

○新崎委員  もう一任。 

○新川会長  よろしいですかね。はい。 

 それではちょっと時間も押しておりますので、いいことだろうと思いますので、こ

の第三者会議につきましては、ぜひ設置をしていただくということで、考えたいと思

います。もちろんアドバイス機関ですので、これが決定をするような機関ということ

ではありませんけれども、少し事務局とも相談をさせていただいて、この協働型事業

の推進に当たって適切な方を当審議会の中から選ばせていただきたいと思います。人

選につきましては恐縮ですが、私、会長のほうに御一任ということでお願いをしたい

と思いますがよろしゅうございますでしょうか。  

 ありがとうございました。それでは、この件につきましては、以上のように取り計

らいをさせていただきたいと思います。  

 そのほか、何かございますでしょうか。今日、一応予定しておりました議案はここ

までだと思いましたが、事務局は何かございますでしょうか。よろしいですか。  

 はい。各委員から何か、言い忘れた、これだけは言っておかねばというのが、文句

言ってもいいですし、進め方がまずいとかということ当然あるかと思いますし。よろ

しゅうございますでしょうか。  

 はい。それでは、特にないようでございますので、本日の審議につきましては以上

にさせていただきます。 

 本当に、前回もそうでしたが、活発に御意見をいただきまた、積極的に御参加をい

ただいてて、とてもありがたく思っております。会長として、進行するの楽と言った

らいいのか、面倒といったらいいのか、悩みながら進めておりますが、一つよろしく

今後ともお願いをして、まずは御礼を申し上げて、今日の議論は以上で終了とさせて

いただきます。 
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 では、事務局に進行をお返しさせていただきます。  

○地域活動課担当係長  ありがとうございました。次回の日程につきまして、６月

の下旬ごろの予定で改めて調整してまいりますので、よろしくお願いいたします。  

 本日は長時間にわたり、御審議いただきまことにありがとうございました。 

閉会 午後０時００分 


